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議事 

(1) 議案第74号 いじめ問題対策審議会規則の制定について 

(2) 議案第75号 石垣市小学生・中学生国内外交流事業実施要綱の制定について 

(3) 議案第76号 石垣市就学支援委員会条例施行規則及び石垣市立適応指導教室設置規則の一

部を改正する規則について 

(4) 議案第77号 石垣市立小学校及び中学校の指定通学区域に関する規則の一部を改正する規

則について 

(5) 議案第78号 石垣市教育委員会事務局組織規則の一部を改正する規則 

(6) 議案第79号 社会教育学級実施委託要綱の一部を改正する要綱について 

(7) 議案第80号 就学援助事業に係る準要保護児童生徒認定委員会の運営に関する要綱等の一

部を改正する要綱について 

(8) 議案第81号 石垣市学校給食費助成金交付要綱の一部を改正する要綱について 

(9) 議案第82号 石垣市少子化対策給付事業学校給食費助成金交付要綱の一部を改正する要綱

について 

(10) 議案第83号 石垣市教育委員会事務局処務規程等の一部を改正する規程について 

(11) 議案第84号 石垣市教育委員会事務決裁規程の一部を改正する規程について 



(12) 議案第85号 石垣市立学校職員の自家用車の公務使用に関する基準等の一部を改正する基

準について 

(13) 議案第86号 石垣島凧あげ交流事業補助金交付要綱を廃止する要綱について 

(14) 議案第87号 臨時代理の承認を求めることについて（石垣市教育委員会の権限に属する事

務の委任及び補助執行に関する規則の制定） 

(15) 議案第88号 臨時代理の承認を求めることについて（石垣市立学校職員服務規程の一部を

改正する規程） 

(16) その他  

 

仲 山 委 員 長 これより平成27年度第17回石垣市教育委員会3月定例会を開会します。 

最初に第14回会議録の承認について、質疑訂正等はありますか。 

各 委 員 （なし。） 

仲 山 委 員 長 第14回会議録を承認してよろしいですか。 

各 委 員 はい。 

仲 山 委 員 長 では第14回会議録は承認とします。 

続いて第15回会議録の承認について、質疑訂正等はありますか。 

各 委 員 （なし。） 

仲 山 委 員 長 第15回会議録を承認してよろしいですか。 

各 委 員 はい。 

仲 山 委 員 長 では第15回会議録は承認とします。 

続いて第16回会議録の承認について、質疑訂正等はありますか。 

各 委 員 （なし。） 

仲 山 委 員 長 第16回会議録を承認してよろしいですか。 

各 委 員 はい。 

仲 山 委 員 長 では第16回会議録は承認とします。 

第14回、第15回、第16回会議録の署名人は、署名をお願いします。 

次に会議録署名人の指名について、今回は仲大盛委員と私、仲山を指名しま

す。よろしいですか。 

各 委 員 はい。 

仲 山 委 員 長 次に一般報告に入ります。質疑応答は全員の報告が終わった後にまとめて行

います。石垣教育長から順に報告をお願いします。 

石 垣 教 育 長 （報告あり。平成28年2月27日～平成28年3月29日） 

髙里委員長職務代理者 3月 15日、崎枝小中学校の卒業式に参列しました。3月 17日、教育委員会

の臨時会に参加、3月 23日は宮良小学校の卒業式に参列、3月 25日に教育

委員会の臨時会に参加しまして、本日の定例会となります。以上です。 

仲 大 盛 委 員 3月 13日、石垣中学校の卒業式に参列しました。3月 17日、教育委員会の

臨時会に参加しました。3月20日、川原小学校の1名の卒業式に参列しまし

た。設営もすばらしかった卒業式でした。3月26日のしずおか＆いしがき聖

紫花平和音楽祭を見てきました。少年少女合唱団、少数ではありましたが、

本当に感動的な合唱をしていました。そして本日の定例会になります。以上

です。 

新 田 委 員 3 月 13 日、石垣第二中学校の卒業式に参列してきました。ブラスバンド、

BGM 等々、まさしくショーで、まったく飽きもしないし、すばらしく流れ

ていきますので、毎年行ってもいいと思うような卒業式でした。3月15日は

名蔵小中学校、併置校の卒業式に参列しました。10数名という少数ではあり



ましたけど、厳粛な中にもすばらしい卒業式でした。3月17日は教育委員会

の臨時会に参加しました。3月19日は白保小学校の卒業式に参列しました。

小学校単独校で、これから中学校に上がるという希望に燃えた子供達の顔も

見えて、感動しました。3月23日は真喜良小学校の卒業式に参列しました。

こちらも大変すばらしい卒業式で、がんばるぞという意気込みが感じられま

した。3月25日は教育委員会の臨時会に参加しました。そして本日の定例会

になります。以上です。 

仲 山 委 員 長 3月 20日の大浜小学校の卒業式に参列しました。3月 23日は八島小学校の

卒業式に参列しました。八島小学校らしい、サバニを飾ったりといった演出

に特徴があり、感動しました。そして本日の定例会になります。 

ただいまの各委員の報告について、質疑はありますか。 

各 委 員 （なし。） 

仲 山 委 員 長 次に議事日程の決定について、本日は議案第74号から議案第88号までとそ

の他となっています。原案どおり決定してよろしいですか。 

各 委 員 はい。 

仲 山 委 員 長 それでは議事に入ります。 

  

仲 山 委 員 長 議案第 74 号いじめ問題対策審議会規則の制定についての提案説明をお願い

します。 

石 垣 教 育 長 提案 

総 務 課 長 説明 

仲 山 委 員 長 ただいまの提案説明について、質疑はありますか。 

髙里委員長職務代理者 第2条で「審議会は、教育委員会の諮問に応じ、次に掲げる事項を調査審議

し、答申し、又は意見を具申する。」とありますが、「答申し、」の「し」が変

なので、「答申、又は意見を具申する。」ではないかと。あるいは、「審議し、

答申し、意見を具申する。」となるのでは。 

新 田 委 員 答申しない場合もあるのですか。 

総 務 課 長 答申は必ずします。 

髙里委員長職務代理者 「又は」とあると、答申しなくてもいいことになるので、必ず答申しないと

いけないのなら、「答申する。」と、ここで文言を切ることになるのでは。 

総 務 課 長 諮問に応じて答申をすることになりますので、「審議し、答申する。」になり

ます。 

仲 山 委 員 長 「答申し、又は意見を具申する。」を「答申する。」に修正してよろしいです

か。 

各 委 員 はい。 

仲 山 委 員 長 他に質疑はありますか。 

各 委 員 （なし。） 

仲 山 委 員 長 一部修正のうえ可決してよろしいですか。 

各 委 員 はい。 

仲 山 委 員 長 では議案第 74 号いじめ問題対策審議会規則の制定については、一部修正の

うえ可決とします。 

  

仲 山 委 員 長 次に議案第 75 号石垣市小学生・中学生国内外交流事業実施要綱の制定につ

いての提案説明をお願いします。 

石 垣 教 育 長 提案 



いきいき学び課長 説明 

仲 山 委 員 長 ただいまの提案説明について、質疑はありますか。 

髙里委員長職務代理者 ちょっと気になった点が1点。第3条第2号で「健康で明朗活発な者」とあ

りますが、「明朗活発」というケミストリーに係わる部分をここに入れていい

のかなという気がします。おとなしくて、口数は少なくても、やる気のある

子はいると思います。ここだけ性格にかかってくることなので、気になりま

した。 

いきいき学び課長 目的がコミュニケーション能力、プレゼンテーション能力を更に高めるとい

うことで、校長意見の中にこういうのがあればいいのかなと。短い期間なの

で、事業が終わる頃に元気になっても効果が上がらないので、学校の代表と

して、ある程度そういったことが必要なのかなと思いました。 

髙里委員長職務代理者 申込みで門前払いになるので。申込みの後で校長がいろいろ調査検討して推

薦しないということはあると思いますが。 

仲 山 委 員 長 これまでの事業でもこういった感じで募集していますか。 

いきいき学び課長 はい。 

新 田 委 員 気になるのは、国際交流などで世界の皆さんが集まって話をする場で、外国

の皆さんは自分の国を、自分の村を、自分の地域を、自信を持って紹介する

ことができるそうです。ところが日本から来た子供達は、日本という国を説

明することができない、自分の国として愛しているかも分からない、まして

や歌や踊りはまったくできない。そのへんの差があるということをいろいろ

書物やネットなどで見たことがあります。この文言「健康で明朗活発」、プラ

ス八重山の事をアピールできる子とあればもっと将来は本市のためにがんば

ってくれるのかなと個人的に思ったりしているのですが、どうでしょうか。 

髙里委員長職務代理者 私なら「心身共に健康である者」ともっと単純にすると考えましたけど、別

に引っかからないというのであれば、そのままでいいと思います。 

仲 山 委 員 長 どうでしょうか。原案どおりとしてよろしいですか。 

各 委 員 はい。 

仲 山 委 員 長 他に質疑はありますか。 

新 田 委 員 第9条に「選考後、選考委員会が不適格と認めたときは、」とありますが、ど

ういう場合がそれにあたりますか。 

いきいき学び課長 例えば、不良行為で飲酒などがあった場合は、選考委員会を開いて結論を出

すことになります。 

新 田 委 員 あと選考は書類審査で面談がないのですが、個人的には必要かなと思うので

すが。 

いきいき学び課長 重要なご意見ではありますが、書類審査で集めて、面談で落とすと、心の傷

になるのではないかということがありまして。校長所見があるので、それが

大変大事かなと。 

仲 大 盛 委 員 資格のところですが、八重山のことや沖縄のことを学ばせるいい機会だと思

うので、そういった文言、学んで PRできるとか、意見を述べることができ

るとか、この交流をきっかけに活用してせっかくなのでそういうことを学ん

で参加をしようという内容が入ったらいいのではないかと。この子をそのま

ま連れて行きましょうという感覚ではなくて。 

髙里委員長職務代理者 第3条第4号の郷土の歴史、自然及び文化に興味のある者とありますし、第

6号には事業後も本事業に協力できるものとあるので。 

仲 大 盛 委 員 これが私の中ではあやふやで、みんな興味があるとなってしまうともったい



ないかなと、活用させてしっかり学ばせるということが明記できるのがいい

かなと思っていまして。さきほど面接の話がありましたが、私は面接はやめ

た方がいいと思っています。面接が大手の企業からどんどんなくなっている

という話で、どんなに訓練をしてもやはりその人の好き嫌いが出てしまうと

いうのを聞いたときに、そうだなと、私も以前会社で面接をしていたのです

が、落とすとなるとそういうことが出てくるので、それは組み込まない方が

いいと思います。あと、この興味のあるという文章が非常にもったいないな

と、もっともっと学ばして連れて行く、もっともっと元気にして連れて行く

という文面にしたら、子供達がもっとやる気になって学んでいける、そうい

う取り組みができたら、学校長も推薦しやすくなるでしょうし、自ら学ぶ意

欲も駆り立てられるのかなと思うので、もう少し工夫したら非常にいいのか

なと個人的に思っています。 

石 垣 教 育 長 子供達を連れて行った経験から、極端に言うと、白い子が赤くなるのです。

だから私はこの事業の「行く」ということ自体も主目的だけど、事前事後の

子供達の成長がすごく大きいのです。白が赤になるというのは、事前学習で

郷土のことをいろいろ勉強させて連れて行くからで、事前学習をやっている

間に子供達は結構吸収していきます。そして現場で、連れて行ったときにす

ごいアピールをするのです。その後、学校生活で子供達の成長がよく見えま

す。だから、この事業は行くことだけが目的ではなくて、事前事後学習の成

果がすごくあるということを補足したいです。 

髙里委員長職務代理者 私も、引率として子供達と一緒に行ったので、そう思います。だから、なる

べく門戸を広くとっておいて、この体験学習で学ぶということですから、で

きる子を連れて行くわけではないのです。八重山のことをアピールするため

に行くのではなく、行って吸収するため、これが「学び」なので。あまり狭

めるようなことはしない方がいいと思います。 

仲 山 委 員 長 実際の人数は何人になりますか。 

いきいき学び課長 平成28年度は、国内国外それぞれ児童生徒12名と引率3名になります。 

仲 山 委 員 長 他に質疑はありますか。 

各 委 員 （なし。） 

仲 山 委 員 長 可決してよろしいですか。 

各 委 員 はい。 

仲 山 委 員 長 では議案第 75 号石垣市小学生・中学生国内外交流事業実施要綱の制定につ

いては原案可決とします。 

  

仲 山 委 員 長 次に議案第 76 号石垣市就学支援委員会条例施行規則及び石垣市立適応指導

教室設置規則の一部を改正する規則についての提案説明をお願いします。 

石 垣 教 育 長 提案 

学 校 指 導 課 長 説明 

仲 山 委 員 長 ただいまの提案説明について、質疑はありますか。 

各 委 員 （なし。） 

仲 山 委 員 長 可決してよろしいですか。 

各 委 員 はい。 

仲 山 委 員 長 では議案第 76 号石垣市就学支援委員会条例施行規則及び石垣市立適応指導

教室設置規則の一部を改正する規則については原案可決とします。 

  



仲 山 委 員 長 次に議案第 77 号石垣市立小学校及び中学校の指定通学区域に関する規則の

一部を改正する規則についての提案説明をお願いします。 

石 垣 教 育 長 提案 

学 務 課 長 説明 

仲 山 委 員 長 ただいまの提案説明について、質疑はありますか。 

髙里委員長職務代理者 去年も同じような改正がありましたが、対象となる児童生徒が出てこないと

分からないものですか。 

学 務 課 長 地番が入り組んでいますので、具体事例が出てこないとなかなか分からない

という状況にあります。 

仲 山 委 員 長 他に質疑はありますか。 

各 委 員 （なし。） 

仲 山 委 員 長 可決してよろしいですか。 

各 委 員 はい。 

仲 山 委 員 長 では議案第 77 号石垣市立小学校及び中学校の指定通学区域に関する規則の

一部を改正する規則については原案可決とします。 

  

仲 山 委 員 長 次に議案第 78 号石垣市教育委員会事務局組織規則の一部を改正する規則の

提案説明をお願いします。 

石 垣 教 育 長 提案 

総務課長・学務課長 説明 

仲 山 委 員 長 ただいまの提案説明について、質疑はありますか。 

各 委 員 （なし。） 

仲 山 委 員 長 可決してよろしいですか。 

各 委 員 はい。 

仲 山 委 員 長 では議案第 78 号石垣市教育委員会事務局組織規則の一部を改正する規則は

原案可決とします。 

  

仲 山 委 員 長 次に議案第 79 号社会教育学級実施委託要綱の一部を改正する要綱について

の提案説明をお願いします。 

石 垣 教 育 長 提案 

いきいき学び課長 説明 

仲 山 委 員 長 ただいまの提案説明について、質疑はありますか。 

各 委 員 （なし。） 

仲 山 委 員 長 可決してよろしいですか。 

各 委 員 はい。 

仲 山 委 員 長 では議案第 79 号社会教育学級実施委託要綱の一部を改正する要綱について

は原案可決とします。 

  

仲 山 委 員 長 次に議案第 80 号就学援助事業に係る準要保護児童生徒認定委員会の運営に

関する要綱等の一部を改正する要綱についての提案説明をお願いします。 

石 垣 教 育 長 提案 

総 務 課 長 説明 

仲 山 委 員 長 ただいまの提案説明について、質疑はありますか。 

各 委 員 （なし。） 

仲 山 委 員 長 可決してよろしいですか。 



各 委 員 はい。 

仲 山 委 員 長 では議案第 80 号就学援助事業に係る準要保護児童生徒認定委員会の運営に

関する要綱等の一部を改正する要綱については原案可決とします。 

  

仲 山 委 員 長 次に議案第 81 号石垣市学校給食費助成金交付要綱の一部を改正する要綱に

ついての提案説明をお願いします。 

石 垣 教 育 長 提案 

学 務 課 長 説明 

仲 山 委 員 長 ただいまの提案説明について、質疑はありますか。 

新 田 委 員 対象者はどれくらいになりますか。 

学 務 課 長 まだ洗い出していないのですが、1桁ぐらいで2桁にはいかないと思います。 

仲 山 委 員 長 他に質疑はありますか。 

各 委 員 （なし。） 

仲 山 委 員 長 可決してよろしいですか。 

各 委 員 はい。 

仲 山 委 員 長 では議案第 81 号石垣市学校給食費助成金交付要綱の一部を改正する要綱に

ついては原案可決とします。 

  

仲 山 委 員 長 次に議案第 82 号石垣市少子化対策給付事業学校給食費助成金交付要綱の一

部を改正する要綱についての提案説明をお願いします。 

石 垣 教 育 長 提案 

学 務 課 長 説明 

仲 山 委 員 長 ただいまの提案説明について、質疑はありますか。 

各 委 員 （なし。） 

仲 山 委 員 長 可決してよろしいですか。 

各 委 員 はい。 

仲 山 委 員 長 では議案第 82 号石垣市少子化対策給付事業学校給食費助成金交付要綱の一

部を改正する要綱については原案可決とします。 

  

仲 山 委 員 長 次に議案第 83 号石垣市教育委員会事務局処務規程等の一部を改正する規程

についての提案説明をお願いします。 

石 垣 教 育 長 提案 

総 務 課 長 説明 

仲 山 委 員 長 ただいまの提案説明について、質疑はありますか。 

新 田 委 員 車両管理規程の第11条の改正で、時間帯は変わってくるのですか。 

総 務 課 長 時間帯は変わらないです。 

仲 山 委 員 長 他に質疑はありますか。 

各 委 員 （なし。） 

仲 山 委 員 長 可決してよろしいですか。 

各 委 員 はい。 

仲 山 委 員 長 では議案第 83 号石垣市教育委員会事務局処務規程等の一部を改正する規程

については原案可決とします。 

  

仲 山 委 員 長 次に議案第 84 号石垣市教育委員会事務決裁規程の一部を改正する規程につ

いての提案説明をお願いします。 



石 垣 教 育 長 提案 

総 務 課 長 説明 

仲 山 委 員 長 ただいまの提案説明について、質疑はありますか。 

各 委 員 （なし。） 

仲 山 委 員 長 可決してよろしいですか。 

各 委 員 はい。 

仲 山 委 員 長 では議案第 84 号石垣市教育委員会事務決裁規程の一部を改正する規程につ

いては原案可決とします。 

  

仲 山 委 員 長 次に議案第 85 号石垣市立学校職員の自家用車の公務使用に関する基準等の

一部を改正する基準についての提案説明をお願いします。 

石 垣 教 育 長 提案 

総 務 課 長 説明 

仲 山 委 員 長 ただいまの提案説明について、質疑はありますか。 

各 委 員 （なし。） 

仲 山 委 員 長 可決してよろしいですか。 

各 委 員 はい。 

仲 山 委 員 長 では議案第 85 号石垣市立学校職員の自家用車の公務使用に関する基準等の

一部を改正する基準については原案可決とします。 

  

仲 山 委 員 長 では議案第 86 号石垣島凧あげ交流事業補助金交付要綱を廃止する要綱につ

いての提案説明をお願いします。 

石 垣 教 育 長 提案 

いきいき学び課長 説明 

仲 山 委 員 長 ただいまの提案説明について、質疑はありますか。 

仲 山 委 員 長 凧あげ大会はなくなったのですか。 

いきいき学び課長 全国凧あげ大会はなくなりましたが、毎年やっている新春凧あげ大会は継続

して行われます。全国凧あげ大会は各都道府県持ち回りでやっていますので、

次は40年後くらいになると思います。 

仲 山 委 員 長 他に質疑はありますか。 

各 委 員 （なし。） 

仲 山 委 員 長 可決してよろしいですか。 

各 委 員 はい。 

仲 山 委 員 長 では議案第 86 号石垣島凧あげ交流事業補助金交付要綱を廃止する要綱につ

いては原案可決とします。 

  

仲 山 委 員 長 次に議案第 87 号臨時代理の承認を求めることについて（石垣市教育委員会

の権限に属する事務の委任及び補助執行に関する規則の制定）の提案説明を

お願いします。 

石 垣 教 育 長 提案 

総 務 課 長 説明 

仲 山 委 員 長 ただいまの提案説明について、質疑はありますか。 

各 委 員 （なし。） 

仲 山 委 員 長 承認してよろしいですか。 

各 委 員 はい。 



仲 山 委 員 長 では議案第 87 号臨時代理の承認を求めることについて（石垣市教育委員会

の権限に属する事務の委任及び補助執行に関する規則の制定）は承認としま

す。 

  

仲 山 委 員 長 次に議案第 88 号臨時代理の承認を求めることについて（石垣市立学校職員

服務規程の一部を改正する規程）の提案説明をお願いします。 

石 垣 教 育 長 提案 

総 務 課 長 説明 

仲 山 委 員 長 ただいまの提案説明について、質疑はありますか。 

仲 大 盛 委 員 退職願は、いつまでに出すという期限はないのですか。 

総務課企画調整係長 基本的には1か月前までに出すことになっています。 

仲 山 委 員 長 他に質疑はありますか。 

各 委 員 （なし。） 

仲 山 委 員 長 承認してよろしいですか。 

各 委 員 はい。 

仲 山 委 員 長 では議案第 88 号臨時代理の承認を求めることについて（石垣市立学校職員

服務規程の一部を改正する規程）は承認とします。 

  

仲 山 委 員 長 次にその他について、何かありますか。 

各委員・各課等の長 （なし。） 

  

仲 山 委 員 長 次に各課報告をお願いします。 

各 課 等 の 長 （配付資料に基づき報告あり。） 

仲 山 委 員 長 ただいまの報告について、質疑はありますか。 

各委員・各課等の長 （質疑応答なし。） 

  

仲 山 委 員 長 これで平成27年度第17回石垣市教育委員会3月定例会を閉会します。 

  

 閉会 午後3時50分 

 

 

 


